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第１章 基本的事項 

 

第１節 運営方針策定の趣旨 

 市町村が運営してきた国民健康保険（以下「市町村国保」という。）は、被用者保険加入

者等を除く全ての住民を被保険者とする公的医療保険制度として、半世紀以上にわたり国民

皆保険制度の中核的な役割を担っており、国民皆保険の最後の砦とも言えるものです。制度

発足当初は、被保険者は、農林水産業や自営業が中心でしたが、近年は、全国的に無職者や

非正規雇用者などの低所得者層の割合が増加し、さらに、被保険者の年齢構成が高く、医療

費水準も高いという構造的な問題を抱えており、財政運営に影響が生じています。また、財

政運営が不安定になりやすい小規模市町村も多く、保険料（税）水準に地域差が生じていま

す。 

 こうしたことから、財政運営を都道府県単位化する制度改革が行われ、平成３０年度から

の新たな国民健康保険制度においては、県も保険者に加わり、国民健康保険の財政運営の責

任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など事業運営の中心的な役割を担う

一方、市町村は、地域住民との身近な関係性の中、資格管理や保険給付、保険料（税）の決

定・賦課・徴収、保健事業など、引き続き、地域におけるきめ細かな事業を担い、こうした

役割分担により、持続可能で安定した国民健康保険制度を目指すこととされました。 

 このため、県と市町村が一体となって、国民健康保険事業を共通認識の下で実施するとと

もに、市町村が事務の共同化や効率化を積極的に推進できるよう、県内の統一的な方針とな

る「第３期岡山県国民健康保険運営方針」（以下「運営方針」という。）を策定します。 

 

第２節 運営方針策定の根拠規定 

 この運営方針は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改

正する法律（平成 27 年法律第 31 号）附則第７条及び同法第４条の規定による改正後の国民

健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第８２条の２に基づき、県が定めるものです。 

 

第３節 策定年月日等 

  令和６年３月○日（第１期策定：平成２９年１１月２１日、第２期策定：令和２年１２月 

１７日） 

 

第４節 対象期間 

  令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの６年間 

 

第５節 見直しの時期等 

  この運営方針は、岡山県国民健康保険運営方針等連携会議（以下「連携会議」という。）

での検討を踏まえ、岡山県国民健康保険運営協議会において６年ごとに検証し、次に示す手

順により必要な見直しを行い、次期運営方針に適切に反映することとします。なお、３年ご

とに取組の状況を把握・分析し、評価を行うことで検証し、その結果に基づいて、国保財政

の安定化、保険料（税）水準の平準化の推進等のために必要がある場合には、計画を見直す

こととします。ただし、対象期間内であっても、社会・経済情勢の変化や医療費の動向、制

度改正等に対応する必要が生じた場合には、適宜見直すこととします。 
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第６節 ＰＤＣＡサイクルの循環   

県は、この運営方針に基づき県が担う健全 

かつ安定的な財政運営や、市町村が実施する  

資格管理等の事業の広域的かつ効率的な運営 

について、ＰＤＣＡサイクルに基づき、改善 

に向けた取組を継続的に行います。 

市町村においても、ＰＤＣＡサイクルを考 

慮した事業実施を行うものとし、県は、市町 

村に対する指導監督等の機会を活用して、実 

施状況を確認し、必要に応じて、指導や助言 

を行うこととします。 
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第２章 国民健康保険の財政運営の考え方 

 

第１節 医療費の動向と将来見通し 

 １ 被保険者の現況 

（１）被保険者数の状況 

本県の被保険者数は年々減少傾向にあり、平成２６年度と令和３年度を比較すると、 

２０．８％減少しています。 

また、令和３年度の平均被保険者数は３６６，０６６人で、県人口（岡山県毎月流動

人口調査（令和３年１０月１日現在））の１９．５％を占めています。【表１】 

保険者規模は、２７市町村のうち、２１市町村が被保険者数１万人未満の小規模保険

者であり、そのうち１０市町村が３千人未満（特に２村は１千人未満）と、市町村によ

って大きな差があります。【図１】【表２】 

 

【図１】 市町村別被保険者数の状況（令和３年度） 

 
資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 
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 【表１】被保険者数等の状況（年間平均数） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

 

【表２】規模別県内市町村保険者数（年度末） 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

  

構成比（%）

３千人未満 7 7 9 9 9 9 9 10 37.0

３千人以上
５千人未満

5 5 3 3 3 3 3 2 7.4

５千人以上
１万人未満

7 7 7 8 9 9 9 9 33.3

１万人以上
５万人未満

6 6 6 5 4 4 4 4 14.8

５万人以上 2 2 2 2 2 2 2 2 7.4

27 27 27 27 27 27 27 27 100.0

R１ R２ R３

被
保
険
者
数

計

区分 H２６ H２7 H２８ H２９ H３０
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（２）被保険者の年齢構成 

本県の被保険者の年齢構成の年次推移は、平成２６年度では４３．１％であった６５ 

歳から７４歳の前期高齢者の割合が年々増加傾向にあり、令和３年度は５０．２％とな 

っています。【図２】 

要因としては、近年の被用者保険の適用拡大や少子化の進行に伴う若年層の減少や、 

定年退職等による被用者保険からの高年齢者層の加入増などが考えられます。 

こうした被保険者数に占める高齢者の割合の増加は、国民健康保険医療費が増加する 

要因の一つになっています。 

 

【図２】国保被保険者（７５歳未満）の年齢構成の年次推移 

 

 資料：厚生労働省「国民健康保険実態調査」 

 

（３）被保険者（世帯主）の職業別世帯数の構成 

本県の被保険者（世帯主）の職業別構成は、年金生活者等無職者の割合が５０％程度 

で推移しており、全国平均を上回っています。【図３】 
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【図３】国保世帯主（７５歳未満）の職業別世帯数構成割合の年次推移 

 

資料：厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」 注）職業不詳を除いた割合である。 

  

２ 医療費の動向 

 （１）１人当たり医療費（年齢調整前）の状況 

本県の１人当たり医療費（年齢調整前）は、平成２０年度に後期高齢者医療制度が

創設されて以降、全国平均を上回るとともに、年々高くなる傾向にあり、令和３年度

は、全国平均と比べて１．１２倍、順位は全国第１１位となっており、県内でも１．

２３倍の差が生じています。【図４】【図５】【図６】【図７】 

 

【図４】１人当たり医療費（年齢調整前）の推移（岡山県） 

 
資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 
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【図５】都道府県別１人当たり医療費（年齢調整前）（令和３年度） 

  
     1位                  1１位                       47位 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

【図６】市町村別１人当たり医療費（年齢調整前）（令和３年度） 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 
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【図７】市町村別１人当たり医療費（年齢調整前）（令和３年度） 

 
 

（２）市町村別１人当たり医療費（年齢調整後）の状況 

本県の年齢構成の差異を調整した後の市町村別医療費指数（全国平均＝１）は、年度 

により変動していますが、令和元年度から令和３年度の３年間の平均は、２町村を除い 

て全国平均を上回っています。 

また、市町村間で１．２５倍の格差が生じています。【表３】 
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【表３】年齢調整後１人当たり医療費（医療費指数から算出した参考値） 

 
※ 年齢調整後１人当たり医療費は、全国平均の１人当たり医療費に各市町村の年齢調整後医療費指数を乗じ

て算出したもので、参考値（年齢調整後医療費指数は、各市町村の年齢階層別被保険者数に全国の年齢階層

別の平均医療費を乗じて得た額の総和から算出した１人当たり医療費と当該市町村の１人当たり医療費とを

比較する方法（間接法）により算出）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢調整後
医療費指数

年齢調整後
１人当たり
医療費(円)

順位
年齢調整後
医療費指数

年齢調整後
１人当たり
医療費(円)

順位
年齢調整後
医療費指数

年齢調整後
１人当たり
医療費(円)

順位
年齢調整後
医療費指数

年齢調整後
１人当たり
医療費(円)

順位

岡山市 1.124 357,629 7 1.135 355,546 10 1.122 374,097 6 1.127 362,424 5

倉敷市 1.109 353,140 9 1.098 344,182 11 1.079 359,738 13 1.096 352,353 13

津山市 1.098 349,506 12 1.082 339,224 15 1.056 352,073 19 1.079 346,934 14

玉野市 1.132 360,444 5 1.149 360,010 8 1.163 387,599 2 1.148 369,351 4

笠岡市 1.070 340,579 17 1.027 321,762 22 1.017 339,024 24 1.038 333,788 22

井原市 1.091 347,234 14 1.055 330,640 19 1.071 356,997 15 1.072 344,957 16

備前市 1.090 346,911 15 1.145 358,865 9 1.105 368,457 9 1.113 358,078 9

総社市 1.044 332,292 20 1.044 327,298 21 1.060 353,275 17 1.049 337,622 21

高梁市 1.193 379,701 1 1.238 387,998 2 1.151 383,851 3 1.194 383,850 2

新見市 1.067 339,571 18 1.155 362,023 7 1.102 367,502 10 1.108 356,365 10

和気町 1.128 359,049 6 1.199 375,843 3 1.137 379,066 5 1.155 371,319 3

早島町 1.155 367,754 3 1.254 392,972 1 1.212 403,954 1 1.207 388,226 1

里庄町 0.987 314,038 27 0.982 307,879 26 0.986 328,785 26 0.985 316,901 26

矢掛町 1.098 349,569 11 1.061 332,617 17 1.069 356,445 16 1.076 346,210 15

新庄村 0.991 315,378 26 0.907 284,095 27 0.986 328,694 27 0.961 309,389 27

勝央町 0.995 316,728 25 1.011 316,950 25 1.046 348,865 21 1.018 327,514 25

奈義町 1.002 318,897 24 1.096 343,321 12 1.110 370,126 8 1.069 344,115 17

美作市 1.156 367,840 2 1.091 341,767 14 1.121 373,762 7 1.122 361,123 7

西粟倉村 1.118 355,935 8 1.014 317,790 24 1.150 383,361 4 1.094 352,362 12

久米南町 1.029 327,668 22 1.194 374,065 4 1.078 359,458 14 1.100 353,731 11

吉備中央町 1.099 349,947 10 1.169 366,450 6 1.099 366,226 11 1.122 360,874 8

瀬戸内市 1.007 320,634 23 1.019 319,283 23 1.081 360,262 12 1.036 333,393 23

赤磐市 1.091 347,244 13 1.074 336,574 16 1.037 345,781 23 1.067 343,200 18

真庭市 1.080 343,728 16 1.059 331,858 18 1.049 349,589 20 1.062 341,725 19

鏡野町 1.065 338,907 19 1.050 329,064 20 0.989 329,835 25 1.035 332,602 24

美咲町 1.154 367,275 4 1.190 373,092 5 1.040 346,784 22 1.128 362,384 6

浅口市 1.035 329,447 21 1.092 342,102 13 1.059 353,116 18 1.062 341,555 20

全国平均 1.000 318,302 1.000 313,392 1.000 333,385 1.000 321,693

県平均 1.105 1.109 1.093 1.102

市町村名

R1 R2 R3 ３年平均

1.25倍
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（３）年齢階層別１人当たり医療費 

本県の１人当たり医療費は、１５歳～１９歳で最も低く、年齢とともに高くなり、特

に７０歳～７４歳で急激に高くなっています。【図８】 

 

 【図８】年齢階層別１人当たり医療費（令和２年度・岡山県） 

 
資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

（４）市町村別医療費の状況 

本県の市町村別医療費は、岡山市と倉敷市で県全体の５９％を占めており、両市が本

県の１人当たり医療費等に大きな影響を与えているものと考えられます。【図９】 

 

【図９】市町村別医療費の状況（令和３年度） 

 
  資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 
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（５）診療種別医療費等の状況 

医療費の比較においては、医療費総額を加入者数で割った「１人当たり医療費」を用

いていますが、この１人当たり医療費は、「１日当たり医療費」及び「１件当たり日

数」、「受診率」の３つの要素に分解され、それぞれが医療費を分析する上で基本的な

指標になることから、これらを用いて入院及び入院外（調剤医療費含む）、歯科の別に

状況を見ます。 
 

 （参考）１人当たり医療費＝１日当たり医療費×１件当たり日数×１人当たり件数 
                                （受診率） 
 

  

     

令和２年度の市町村別１人当たり医療費（年齢調整後）と全国平均を１とした場合の

診療種別地域差指数は、多くの市町村で入院及び入院外（調剤医療費含む）、歯科のい

ずれもが、全国平均を上回っています。【表４】 

また、疾病分類別の令和４年度の多発疾病件数は、「歯肉炎及び歯周疾患」と「高血

圧性疾患」が上位を占めており、続いて「糖尿病」と「脂質異常症」となっています。

【表５】 
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【表４】１人当たり医療費（年齢調整後）及び診療種別地域差指数の状況（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

※医療費の地域差指数は、地域の１人当たり医療費について、人口の年齢構成の差異による分を補正し、指数

化（全国平均を１）したもの（当該地域の年齢階層別医療費を算出し年齢構成が全国平均と同じだったと仮

定した場合の１人当たり医療費と全国平均の１人当たり医療費を比較）。 

（「１人当たり医療費」は年齢調整前、「診療種別地域差指数」は年齢調整後） 

※県の順位は、４７都道府県における順位 
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【表５】疾病分類（123分類）別多発疾病件数構成割合上位の状況（令和４年度） 

 

資料：岡山県国保連合会「疾病分類統計表」（「その他」の分類を除いたもの） 

 ※表内の数字は、件数の多い順位を表示 
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【図１０】診療種別地域差指数（全体）の状況（令和２年度）〔参考〕 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

①入院 

本県の１人当たり医療費は、１７４，１２４円で全国第１３位となっており、全国平

均の１４４，１００円の１．２１倍で、３０，０２４円上回っています。 

また、１日当たり医療費及び１件当たり日数は全国平均を下回っていますが、受診率

は全国平均を上回っています。【表６】 

厚生労働省の患者調査によると、人口１０万人当たりの傷病分類別入院受療率は、「呼

吸器系の疾患」、「神経系の疾患」等が全国平均を上回っています。【図１１】 

 

【表６】入院医療費の状況（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」  
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【図１１】人口１０万人当たりの傷病分類別入院受療率（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「患者調査」 
 
【図１２】診療種別地域差指数（入院）の状況（令和２年度）〔参考〕 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 
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②入院外（調剤医療費含む） 

本県の１人当たり医療費は、２１４，７１８円で全国第５位となっており、全国平均

の１９４，３７０円の１．１０倍で、２０，３４８円上回っています。 

また、１日当たり医療費及び１件当たり通院日数、受診率は、いずれも全国平均を上

回っています。【表７】 

厚生労働省の患者調査によると、人口１０万人当たりの傷病分類別外来受療率は、

「消化器系の疾患」、「呼吸器系の疾患」、「内分泌、栄養及び代謝疾患」等が全国平

均を上回っています。【図１３】 

 

【表７】入院外医療費の状況（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

【図１３】人口１０万人当たりの傷病分類別外来受療率（令和２年度） 

 
資料：厚生労働省「患者調査」 
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【図１４】診療種別地域差指数（入院外）の状況（令和２年度）〔参考〕 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

③歯科 

本県の１人当たり医療費は、２８，８９７円で全国第２位となっており、全国平均の

２５，１５９円の１．１５倍で、３，７３８円上回っています。 

また、１件当たり通院日数は、全国平均を下回っていますが、１日当たり医療費及び

受診率は全国平均を上回っています。【表８】 

 

【表８】歯科医療費の状況（令和２年度） 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 
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【図１５】診療種別地域差指数（歯科）の状況（令和２年度）〔参考〕 

 

資料：厚生労働省「令和２年度（2020年度）医療費の地域差分析」 

 

（６）医療提供体制と医療費の状況 

令和２年度の都道府県別の人口１０万人当たり病床数は、主に中国及び四国、九州地

方の県で病床数が多く、本県は全国第１９位となっており、特に一般病床数は、９４１．

７床と全国第５位の多さとなっています。 

また、都道府県別の病床数と医療費との関連性は、人口１０万人当たり病床数（全病

床）と令和２年度１人当たり入院医療費が強い相関関係があり（相関係数＝０．８８８）、

人口１０万人当たり病床数が多い都道府県では、１人当たり医療費が高くなる傾向があ

ります。【図１６】 
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【図１６】１人当たり医療費（入院）と人口１０万人当たり病床数（令和２年度・全国） 

 

資料：厚生労働省「令和２年(2020)医療施設(静態・動態)調査」、「令和２年度(2020年

度)医療費の地域差分析」 

 

（７）医療費の将来の見通し 

本県の市町村国保の医療費総額は、平成２７年度を境に増加から減少に転じていま

す。なお、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診控えの影響で

大きく減少しましたが、令和３年度は増加しており、全国の状況も同様の傾向となって

います。【表９】 

 

【表９】全国及び岡山県市町村国保の医療費の状況 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」、岡山県「国民健康保険事業状況」 
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また、令和１１年度までの推計では、医療の高度化等により１人当たり医療費が高く

なることが見込まれる一方で、引き続き被保険者数が減少することから、医療費総額は

ほぼ横ばいとなることが見込まれます。 

 

〔医療費等推計〕 

 

〔医療費等推計の考え方〕 

①被保険者数推計 

コーホート要因法による１歳刻みの令和６年度被保険者数推計結果を基に、令和２年

国勢調査から県内人口に対する推計被保険者数の年齢別の加入率を求め、次年度毎に年

齢別県内人口を１歳スライドして、年齢別の加入率をかけて推計 

②医療費総額推計 

被保険者区分（一般、未就学、70歳以上一般、70歳以上現役並み）毎に、前年度の

被保険者１人当たり診療費に令和３～４年度の伸び率を乗じて、総額を推計 

 

 

第２節 財政収支の改善と均衡 

１ 財政運営の現状 

平成２５年度から令和３年度までの決算状況は、精算後単年度収支差引額（歳入歳出差

引額から基金繰入・積立金、繰越金、国庫支出金等精算額を調整した額）から決算補填等

を目的とした法定外の一般会計繰入金を差し引いた実質単年度収支差引額は、平成２７年

度以降、県支出金等の年度間精算の影響を受けた令和元年度を除き、赤字が大きく減少し

ています。これは、制度改革に伴う国の財政支援の拡充（２７年度から：約１７００億円、

３０年度から：約１７００億円追加の合計約３４００億円）によるものと考えられます。

【表１０】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　分 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

医療費総額 129,952百万円 126,586百万円 126,443百万円 126,228百万円 126,508百万円 127,963百万円

被保険者数 316,508人 304,402人 297,145人 291,866人 287,269人 284,204人

１人当たり医療費 410,581円 419,138円 425,525円 432,488円 440,381円 450,251円
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【表１０】岡山県市町村国民健康保険事業決算状況 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

 

 ２ 財政収支の基本的な考え方 

国民健康保険は、原則として、必要な支出を保険料（税）と国庫負担金や県繰入金等の

公費により賄い、年度ごとに国民健康保険特別会計（以下「国保特計」という。）の収支

を均衡させる必要があります。 

また、県及び市町村は、医療費適正化等に積極的に取り組むとともに、収納対策を強化

することで、保険料（税）率の抑制に努めていく必要があります。 

 

３ 市町村国民健康保険特別会計 

制度改革に伴う国の財政支援の拡充や国保事業費納付金（以下「納付金」という。）制

度の導入、財政安定化基金の設置等により、市町村国民健康保険特別会計（以下「市町村

国保特計」という。）は、財政基盤の強化と安定化が図られています。  

財政基盤の安定化のために、市町村は、引き続き、保険料（税）の収納率の向上や医療

費適正化に取り組むとともに、給付と負担のバランスが取れた適正な保険料（税）率を設

定する必要があります。 

 

４ 県国民健康保険特別会計 

県は、岡山県国民健康保険特別会計（以下「県国保特計」という。）を設置し、国民健

康保険の財政運営の責任主体として、安定的な運営に努めます。県国保特計は、市町村国

保特計と同様、原則として、必要な支出を納付金と国庫負担金や県繰入金等の公費により

賄い、年度ごとに収支を均衡させる必要があります。 

財政運営に当たっては、医療費適正化等に積極的に取り組むとともに、市町村の事業運

営の健全化を図るため、安定的な財政運営に必要とする以上に繰越金を確保することのな

いように留意し、市町村の適切な保険料（税）設定に資することとします。 

また、市町村が行う保険給付に必要な額を適切に交付できるよう、市町村が県に納める

納付金の納付時期を設定して、県国保特計及び市町村国保特計の安定的なキャッシュフロ

ーの確保に努めます。 
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第３節 赤字削減・解消の取組、目標年次等 

市町村国保の財政を安定的に運営していくためには、原則として、必要な支出を保険料（税） 

 や県支出金等により賄うことによって、市町村国保特計の財政収支を均衡させることが重要 

です。このため、県では、赤字が生じた市町村がある場合は、次のとおり取り扱うこととし 

ます。 

 

１ 削減・解消すべき赤字の定義 

市町村が削減・解消すべき赤字（以下「赤字」という。）は、市町村国保特計における

「決算補填等目的の法定外一般会計繰入金」と「繰上充用金の新規増加分」とします。（本

県では繰上充用は平成２４年度以降行われていません。） 

また、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金は国が示す次のとおりとします。 

    

   ａ）決算補填目的のもの 

    ○ 保険料（税）の収納不足のため                

    ○ 医療費の増加（平成３０年度以降、保険給付費等 

交付金により県が全額財源措置） 

 

   ｂ）保険者の政策によるもの 

    ○ 保険料（税）の負担緩和を図るため 

     （前期納付金・後期支援金・介護納付金分を含む） 

    ○ 任意給付に充てるため 

 

   ｃ）過年度の赤字によるもの 

    ○ 累積赤字によるもの 

    ○ 公債費、借入金利息 
 

※ 次の「決算補填等目的以外の法定外一般会計繰入金」については、削減・解消の対象とな

るものではありません。 
 

    ○ 保険料（税）の減免額に充てるため ○ 地方単独事業の波及増補填等 

    ○ 保健事業費に充てるため      ○ 直営診療施設に充てるため 

    ○ 基金積立、返済金、その他 

 

  《参 考》赤字の定義に該当する市町村の状況 

    

 

 

 

 

 

平成３０年度からは、

財政安定化基金の貸

付・交付対象となった

ため、発生しない赤字 

（決算時に判明） 

運営方針に基づき、計

画的に削減・解消すべ

き赤字 

（予算編成時に判明） 
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２ 市町村赤字削減・解消計画の策定等 

市町村は、決算において、赤字が生じ、赤字が生じた年度の翌々年度までに予算ベース

で赤字の解消が見込まれないときは、受益と負担の均衡を図る観点からも、計画的な削減

・解消を図るため、赤字の要因を分析し、県と協議を行った上で、赤字削減・解消計画（

原則６年以内）を策定するものとします。 

赤字削減・解消計画には、赤字の削減・解消のための基本方針や実効的・具体的な取組

内容（保険料（税）率の改定、医療費適正化、収納率向上対策の取組等）、赤字解消の目

標年次、年次毎の計画について定めるものとします。 

なお、赤字の削減・解消に当たっては、被保険者の負担水準に激変が生じないような時

間軸を置きつつ、実現可能な目標数値と具体策を十分に検討するものとします。 

市町村は、計画策定後、毎年度決算後に実施状況報告書を県に提出するとともに、赤字

削減・解消計画の基本方針を変更する場合又は計画の実現が困難と見込まれる場合、ある

いは前倒しで計画の実現が見込まれる場合等においては、県と協議の上で、赤字削減・解

消計画を変更するものとします。 

３ 県赤字削減・解消計画の策定等 

県は、赤字削減・解消計画を策定する市町村がある場合は、赤字削減・解消のための基

本方針や目標年次、具体的な取組内容について定めた県赤字削減・解消計画（原則６年以

内）を策定します。計画策定後、市町村赤字削減・解消計画が変更された場合等において

は、県赤字削減・解消計画を変更します。 

また、県は、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金等の計画的・段階的な解消の観点

から、市町村ごとの赤字削減・解消の取組内容等の状況を県のホームページで公表します。 

さらに、決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰入金の新たな発生を防止するため、

連携会議の場等を活用し、全ての市町村に情報共有・周知を行います。 

 

 

第４節 財政安定化基金の活用 

１ 財政安定化基金の設置 

国民健康保険の財政の安定化を図るため、岡山県国民健康保険財政安定化基金を設置し

ます。 

 

２ 貸付事業及び交付事業 

予期せぬ保険給付費の増加や保険料（税）が収納不足となった場合に、法定外の一般会

計繰入を行う必要がないよう、県及び市町村の国保特計に対し、貸付や交付を行うことと

し、基金の運用についての基本的な考え方は、次のとおりとします。 

 

（１）貸付事業 

ア 県国保特計 

①貸付要件 

県全体で保険給付費が増加したことにより財源不足となった場合 

②貸付額 

上記①の財源不足額について、県国保特計へ繰出 
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③償還 

    貸付年度の翌々年度以降の納付金に含めて市町村から徴収し、償還する。 

 

イ 市町村国保特計 

①貸付要件 

保険料（税）収納率が低下したことにより、財源不足となった場合 

②貸付額 

上記①の財源不足額について、当該市町村の申請に基づき、県が貸付額を決定 

③償還 

貸付年度の翌々年度以降、原則３年間の無利子で償還する。なお、繰上償還も可能と 

する。 

 

（２）交付事業 

①交付要件 

災害等「特別な事情」が生じて、保険料（税）収納率が低下したことにより、財

源不足となった場合 

【特別な事情の例】 

・多数の被保険者に影響を与える災害（台風、洪水、地震等）が生じた場合 

・地域企業の破綻や主要産物の価格が大幅に下落するなど、地域の産業に特別な

事情が生じた場合 

・その他、上記に類するような大きな影響が多数の被保険者に生じた場合 

②交付額 

当該市町村の申請に基づき、上記①の財源不足額の２分の１を上限として、県が

「特別な事情」や「標準的な収納率」等を考慮し交付額を決定 

③交付額の補填 

国と県及び市町村が３分の１ずつを補填します。 

このうち、市町村補填分については、交付を受けていない他の市町村の負担を考慮

して、交付を受けた市町村が補填することを基本としますが、大規模災害等の場合に

は「特別な事情」を踏まえて、全市町村で被保険者数に応じて補填することを県と市

町村で協議します。 

 

３ 財政調整事業 

   県は、国保財政の更なる安定化を図る観点から、医療費水準の変動や前期高齢者交付金 

の精算等に備えるため、県国保特計において生じた決算剰余金の範囲内で県財政安定化基 

金に積立（財政調整事業分）を行うとともに、納付金の著しい上昇の抑制や安定的な財政 

運営を図るために必要があると認められる場合には、当該積立額の範囲内で基金を取り崩 

し、県国保特計に繰り入れることとします。なお、積立額及び取崩額は、県と市町村で協 

議して決定します。 
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第３章 納付金及び標準保険料（税）の算定方法 

 

第１節 現状 

１ 保険料方式と保険税方式 

国民健康保険事業に要する費用に充てるための保険料（税）について、市町村は、国民

健康保険法を根拠とする保険料方式と地方税法を根拠とする保険税方式のいずれかを採用

しています。県内の市町村では、保険料方式が４、保険税方式が２３となっており、比較

的規模の大きい市部は保険料方式を採用しています。 

                       （令和５年度） 

保険料方式   ４市町村 

保険税方式 ２３市町村 

 

２ 保険料（税）の賦課方式 

保険料（税）の賦課方式は、４方式（所得割・資産割・被保険者均等割・世帯別平等割）・

３方式（所得割・被保険者均等割・世帯別平等割）·２方式（所得割・被保険者均等割）が

ありますが、県内では多くの市町村が３方式を採用しています。                         

                                 （令和５年度） 

 

 

 

 

 

３ 応能割と応益割の賦課割合 

県内の市町村の応能割（所得割・資産割）と応益割（被保険者均等割・世帯別平等割）

の賦課割合は、応能割の方がやや高く、また、応益割のうち均等割については、市は町村

に比べてやや低い傾向にあります。【表１１】 

 

【表１１】賦課徴収状況における応能割と応益割の賦課割合（令和３年度） 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

区　分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

２方式 １市町村

３方式 ２３市町村 ２３市町村 ２２市町村

４方式 ４市町村 ４市町村 ４市町村
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４ 賦課限度額の設定状況（令和５年度） 

保険料（税）については、政令に定める額を上限として賦課限度額を定めることとさ

れており、県内の全ての市町村が政令に定める額と同額を定めています。 

                       

 

 

第２節 保険料（税）水準の統一 

本県の現状として、市町村間の医療費水準に差異があり、保険料（税）の算定方式も異な

っていることなどから、直ちに保険料（税）水準を統一していくことは困難な状況と考えま

すが、将来的には、県内で同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料（税）とするこ

とを目指していくこととし、ワーキンググループ等において、引き続き、統一に係る諸課題

の整理やその解決に向けた検討を行います。なお、その過程において、市町村間で合意でき

た国民健康保険事業等については、順次、共通の取扱いとすることとします。 

また、保険料（税）水準の統一に当たっては、県内における医療費水準の平準化を図るこ

とが必要なことから、医療費の適正化の取組を促進することとします。 

 

 

第３節 納付金の算定方法 

市町村が県に納付する納付金は、国が示す「国民健康保険における納付金等ガイドライン

（以下「ガイドライン」という。）」を踏まえ、県全体の保険料（税）収納必要額を算出

し、市町村ごとの年齢調整後の医療費水準や所得水準等を反映して算定することになります

が、算定方法についての基本的な考え方は、次のとおりとします。 

 

１ 納付金の算定方式 

市町村の現状の保険料（税）の賦課方式を踏まえ、３方式とします。 

 

２ 医療費指数反映係数αの設定 

現状では市町村の医療費水準に差があるため、市町村の医療費適正化の取組が積極的に

行われるよう、年齢調整後の市町村の医療費水準を反映することとし、α＝１を基本とし

ます。なお、保険料（税）水準の統一についての検討過程において、市町村間で合意でき

た場合は、α＝１以外を設定することも可能とします。 

 

３ 高額医療費の共同負担 

上記２のとおり、本県では、市町村の医療費水準を反映することを基本としますが、著

しく高額な医療費（特別高額医療費（420万円超レセプトのうち200万円超部分））につい

ては、その発生リスクはどの市町村でも同じと考えられることから、市町村のリスク軽減



- 27 - 

 

を図るための特別高額医療費については、県単位で共同負担（被保険者数に応じて調整）

することとします。 

 

４ 所得係数β（医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分）の設定 

所得のシェアをどの程度納付金のシェアに反映するか（県全体での応能割分と応益割分

をどの程度とするか）を決定する所得係数βは、全国平均と比較した県の所得水準に応じ

て算出されるものです。 

ガイドラインでは、「β＝県平均の１人当たり所得／全国平均の１人当たり所得」とさ

れており、原則どおり、全国平均を１とした場合の本県のβを使用します。そのため、応

能割と応益割との割合はβ：１となります。 

  

５ 応能（所得）シェアの方法 

納付金を按分算定する際の応能分について、所得総額のみを用いる方法か、所得総額及

び資産税総額を用いる方法のいずれとするかについては、現状の保険料（税）算定におい

て、応能分については所得総額のみを用いている市町村が多数である（第３章第１節３の

とおり）ことから、所得総額のみを用いる方法とします。 

  

６ 応益（人数）のシェアの方法 

納付金を按分算定する際の応益分について、被保険者総数のみを用いる方法か、被保険

者総数及び世帯総数を用いる方法のいずれとするかについては、現状の保険料（税）算定

において、応益分については全ての市町村が被保険者総数及び世帯総数を用いていること

から、被保険者総数及び世帯総数を用いる方法とします。 

 

７ 均等割と平等割の配分割合の設定 

応益割賦課総額に占める均等割総額と平等割総額の割合（上記６で被保険者総数及び世

帯総数を用いる方法を選択した場合に設定が必要）について、現状での市町村の賦課状況

を踏まえ、均等割指数０．７、平等割指数０．３（均等割：平等割＝７０：３０）としま

す。 

 

８ 賦課限度額 

現状では全ての市町村が政令と同額である（第３章第１節４のとおり）ため、政令のと

おりとします。 

 

９ 調整係数γの設定 

年齢調整後の医療費水準及び所得水準で算出した市町村の納付金基礎額に、その合計額

を県全体で必要となる納付金総額に合わせるため、調整係数としてγを用いて、市町村ご

との納付金額を算定します。 
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 《納付金算定の仕組み》 
 
 市町村ごとの納付金額＝（県全体で必要となる納付金総額） 

           ×{α×（年齢調整後の医療費指数－１）＋１} 

           ×{β×（所得のシェア）＋１×（被保険者数×世帯数のシェア）} 

           ／（β＋１）×γ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ○ 医療費水準をどのように設定するかは、市町村ごとの医療費指数反映係数αにより 

  決定する。（医療費水準（医療費指数）は年齢調整後の医療費水準の直近３か年平均 

  を使用） 
  

 ○ 所得のシェアをどの程度納付金に反映するか（県全体での応能割分の割合（応能割 

  率）をどの程度とするか）は、所得係数β（県の所得水準）により決定する。 

  所得係数β＝県平均の１人当たり所得金額／全国平均の１人当たり所得金額 

  県全体での応能割率＝β／（β＋１）、応益割率＝１／（β＋１）ｃ 

 

 

第４節 標準保険料（税）の算定方法 

県は、算定した納付金（第３章第３節に記載）を基に、市町村ごとの保険料（税）率の標

準的な水準を表す「市町村標準保険料率」を示しますが、この算定方法については、市町村

の現状の保険料（税）算定状況（第３章第１節に記載）を踏まえ、次のとおりとします。 

  また、市町村の現状の算定方法に基づく標準保険料率も参考に示します。 

 

１ 保険料（税）の賦課方式 

保険料（税）の賦課方式は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分のいず

れについても、納付金の算定方法と同じ、３方式とします。 

 

２ 応能割と応益割の賦課割合 

応能割と応益割の賦課割合は、納付金の算定方法と同じ、全国平均を１とした場合の本

県の所得係数β：１とします。 

 

当該市町村の所得総額

の県全体の所得総額に

占める割合（所得のシ

ェア）に応じた按分額 

 

〈応能割分〉 

当該市町村の被保険者

数、世帯数の県全体の

被保険者数、世帯数に

占める割合（被保険者

数、世帯数のシェア）

に応じた按分額 

〈応益割分〉 

＋

各市町村の医療費水準

を反映 

（どの程度反映するか

をαで決定） 

所得水準の低い県ほど

割合が小（βによる） 



- 29 - 

 

３ 均等割と平等割の割合 

均等割と平等割の割合は、納付金の算定方法と同じ、７０：３０とします。 

  

４ 賦課限度額 

賦課限度額は、納付金の算定方法と同様、政令と同額とします。 

 

５ 標準的な収納率 

標準的な収納率は、実現可能な水準かつ収納努力を反映したものとするため、市町村別

に直近３年間の平均収納率（医療給付費分及び後期高齢者支援金分は一般被保険者分、介

護納付金分は介護保険第２号被保険者分の平均収納率）を用いることを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

 市町村の賦課総額 ＝ 市町村の保険料（税）として集めるべき金額 ÷ 標準的な収納率 

     ↓〔被保険者数や世帯数、所得により算定〕 

  市町村の標準保険料率 
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第４章 保険料（税）徴収の適正な実施 

 

第１節 現状 

１ 保険料（税）の収納率の推移 

保険料（税）収納率は、過去１０年以上、市町村の収納努力により少しずつ上昇傾向に

あり、全国平均を上回る水準を維持しており、全国順位は第２５位（令和３年度）となっ

ています。また、令和３年度現年分（全体）の県平均収納率は、９５．０９％で、最も高

い市町村と最も低い市町村との間では、５．１８ポイントの差があります。【図１７】【図

１８】【表１２】【表１３】 

なお、滞納繰越分に係る保険料（税）収納率は、近年全国平均の伸び以上に上昇してお

り、令和３年度は全国第５位となっています。【図１９】【表１４】 

 

【図１７】保険料（税）収納率の推移(現年分、全体） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

【表１２】保険料（税）収納率の推移（現年分、全体） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」  
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【表１３】令和３年度 市町村別保険料（税）現年分収納率 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」  

 

【参考：全国との比較】                    

 

 

口座振替率

 岡山市 94.20% 48.32% 92.99% 1.21

 倉敷市 95.08% 55.83% 94.73% 0.35

 津山市 96.36% 42.76% 95.78% 0.58

 玉野市 95.26% 50.57% 94.78% 0.48

 笠岡市 96.86% 37.16% 96.08% 0.78

 井原市 95.75% 40.15% 95.56% 0.19

 備前市 94.79% 31.56% 94.95% △0.16 

 総社市 94.01% 42.41% 93.77% 0.24

 高梁市 94.03% 40.22% 94.90% △0.87 

 新見市 96.57% 37.70% 96.60% △0.03 

 和気町 96.69% 48.94% 96.08% 0.61

 早島町 96.05% 39.26% 95.95% 0.10

 里庄町 97.37% 41.55% 97.42% △0.05 

 矢掛町 97.93% 53.00% 97.90% 0.03

 新庄村 98.45% 75.00% 98.37% 0.08

 勝央町 96.67% 29.99% 97.38% △0.71 

 奈義町 98.00% 56.65% 96.55% 1.45

 美作市 94.73% 40.93% 94.71% 0.02

 西粟倉村 99.19% 90.63% 99.41% △0.22 

 久米南町 96.17% 42.96% 96.86% △0.69 

 吉備中央町 97.04% 40.31% 96.94% 0.10

 瀬戸内市 96.08% 41.73% 95.96% 0.12

 赤磐市 96.19% 27.91% 95.64% 0.55

 真庭市 98.29% 62.87% 98.21% 0.08

 鏡野町 95.92% 29.29% 93.80% 2.12

 美咲町 98.00% 44.41% 97.39% 0.61

 浅口市 95.92% 40.89% 95.75% 0.17

 市町村計 95.09% 47.41% 94.45% 0.64

区分 令和３年度 令和２年度 収納率増減
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【図１８】令和３年度保険料（税）収納率（現年分・全体） 

 

資料：岡山県「国民健康保険事業状況」 

 

【図１９】保険料（税）滞納繰越分収納率の推移(全体） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 
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【表１４】収納率の状況（滞納繰越分、全体） 

 
資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 

 

２ 収納対策の実施状況 

保険料（税）の滞納世帯数は、市町村の収納対策の推進により、減少傾向にあります。

【表１６】 

収納対策としては、財産調査や差押の実施、市町村税整理組合（一部事務組合）の活用

が進んでいるほか、口座振替実施率は全国に比べて高くなっていますが、引き続き、口座

振替の原則化やスマートフォン決済を活用した収納サービスの実施など、収納率向上に効

果的な取組を進める必要があります。【表１３参考】【表１５】 

 

【表１５】収納対策実施状況（令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 
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【表１６】保険料（税）滞納世帯数等の状況（市町村別） 

 

資料：厚生労働省「予算関係等資料」（各年６月１日現在） 
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第２節 収納対策 

１ 収納率目標の設定 

（１）目的 

適正な保険料（税）の賦課・徴収は、県及び市町村の国保財政の安定化や被保険者間 

の公平性の確保の観点から重要であり、また、財政運営の広域化を推進する上では、市 

町村間の収納率の差を無くす必要があります。そのため、県と市町村がその認識を共有 

し、市町村の規模や収納実態に応じた収納率の目標を設定した上で、足並みを揃えて取 

組を推進することとします。また、現年分の収納率の向上は、新規滞納の発生を抑制し、 

滞納繰越額を削減する効果があるため、継続的な取組が必要です。 

   

（２）方法 

将来的には、全国市町村規模別の上位１０％の水準（【表１７】）を目標とした収納 

率を目指すことを念頭に置きながら、市町村がそれぞれの現状を踏まえた目標を設定 

し、連携会議で相互に確認して公表することとします。 

 

【表１７】全国上位１０％水準の収納率（令和３年度の参考値） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」 

 

また、毎年度の目標としては、原則として、保険者努力支援制度における「収納率

向上に関する取組」の評価指標である全国市町村規模別の上位３０％の水準を目指し

ます。なお、この目標水準を既に上回っている市町村は、前年度収納率を上回ること

を目標とします。 

 

 

 

 

 

一般被保険者数 全国上位１０％水準 全国平均

３千人未満 99.58% 97.18%
３千人以上　　７千人未満 98.22% 96.18%
７千人以上　　１万人未満 97.66% 95.69%
１万人以上　　５万人未満 97.14% 94.69%
５万人以上　１０万人未満 95.82% 92.66%
１０万人以上 96.04% 92.79%
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※令和５年度保険者努力支援制度は、令和元年度収納率を令和元年度全国水準により評価 

 ※評価指標の全国上位３０％水準を達成しているのは、県内で５市町村 

 

２ 収納率の目標達成に向けた取組 

県は、市町村の収納率目標の達成のため、収納対策の強化に資する次の取組を行います。  

（１）口座振替促進等の広報事業 

収納率の向上に資する口座振替の割合は、全国でも上位にありますが、さらなる促進

を図るため、県広報紙等を活用するとともに、市町村の共同事業として実施している広

報事業への支援を行います。 

 

（２）収納担当職員の研修 

市町村の初任者向けの研修を実施するとともに、厚生労働省が委嘱する「国民健康保

険料（税）収納率向上アドバイザー」などを活用し、収納率向上及び持続的な収納対策

の強化に資する研修を実施するほか、必要な助言等を行います。 

 

（３）財政支援の実施 

市町村の各年度の収納率や収納率の向上に向けた取組に応じて、交付金による財政支

援を行います。 

《財政支援の対象となる取組（例）》 

・口座振替促進の取組 

・コールセンター（電話勧奨）設置 

・コンビニ収納の実施 

・マルチペイメントネットワーク利用 
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第５章 保険給付の適正な実施 

 

第１節 現状 

１ 診療報酬明細書（レセプト）点検の実施状況 

本県におけるレセプトの一次点検は、審査支払機関である岡山県国民健康保険団体連合

会（以下「国保連」という。）が全ての市町村について行っていますが、被保険者の資格

確認や請求内容等に関する二次点検は、国保連への委託と直接実施（点検員を直接雇用）

する市町村に分かれています。 

二次点検のうち、内容点検（診療・請求内容についての確認）による効果額は、令和３

年度は１人当たり６１４円と全国平均の５７３円を上回っていますが、点検効果率は、０.

１６％と全国平均の０．１８％を下回っています。【図２０】 

なお、点検効果額及び点検効果率は、年度によって変動しています。【表１８】 

 

【図２０】レセプト点検１人当たり効果額及び点検効果率の推移（内容点検） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 
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【表１８】レセプト点検１人当たり効果額及び点検効果率の推移（市町村別・内容点検） 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業実施状況報告」 

※内容点検とは、「調剤報酬と突合」「点検表と照合」「検算」「縦覧点検」「介護情報

と突合」をいう。 
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２ 第三者行為求償事務の実施状況 

市町村が行った保険給付が、交通事故などの第三者（加害者）の行為に起因する場合に

は、被保険者である被害者は、市町村に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があ

り、市町村は、この傷病届の提出を受けて初めて、損害保険会社等への損害賠償請求（第

三者行為求償）が可能となります。 

市町村は、第三者行為であることが判明した場合には、被害者に対して傷病届の提出を

依頼するものの、その必要性が理解されにくいことや、事務手続が煩雑なこともあって、

提出に至るまでに多くの時間と労力を要しています。また、第三者行為求償事務には、あ

る程度の経験や専門的知識が必要であり、市町村においては専門性を高めにくいという課

題があります。 

こうした中、市町村は、国が示す「第三者行為求償事務に係る評価指標」について数値

目標を設定して取組を進めるとともに、県は、国保連と連携し、「交通事故に係る第三者

行為による傷病届等の提出に関する覚書」（以下「覚書」という。）を締結している損害

保険会社等に対して、傷病届の作成・提出代行の働きかけを行っています。【表１９】【表

２０】 

また、国保連は、交通事故及び食中毒事故、ペット咬傷事故に係る事案について、市町

村が加害者に対して有する損害賠償金の収納事務を全ての市町村から受託するとともに、

第三者行為求償事務に係る法的問題の解決のため、顧問弁護士を置いているほか、保険医

療機関等に対してレセプトへの第三者行為の記載の協力依頼や、「第三者行為（交通事故）

損害賠償求償事務の手引き」の作成、研修会の開催、レセプト点検による第三者行為が疑

われる事案についての情報提供を行っています。 

こうした取組により、本県における交通事故に係る第三者行為求償実績（【表２１】）

は、被保険者千人当たりの件数及び金額のいずれも全国平均を上回っています。 

なお、令和７年４月からは、市町村を跨いだ広域的な事案や法的な手続が必要とされる

専門性が高い事案について、県が市町村から事務処理の委託を受けることが可能です。 
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【表１９】評価指標に基づく実績 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る岡山県調査 

 

【表２０】損害保険団体との覚書締結後の被害届の提出状況等 

 
資料：厚生労働省「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期

高齢者医療広域連合事務局長会議」 

 

令和元年度
実績

令和２年度
実績

令和３年度
実績

全国 59.2% 64.0% 71.0%

岡山県 56.6% 69.2% 67.1%

全国 102.7日 119.7日 126.0日

岡山県 92.6日 106.0日 104.0日

区  分

損保会社の提出代行率

傷病届提出までの平均日数（損保代行分）
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【表２１】交通事故に係る第三者行為求償実績 

 

資料：厚生労働省「国民健康保険事業の実施状況報告」に係る岡山県調査、 

 厚生労働省「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期

高齢者医療広域連合事務局長会議」  

 

３ 患者調査の実施状況   

柔道整復施術療養費の適正化の取組として、多くの市町村が長期継続、頻回傾向、医科

との突合等の点検を行い、文書や訪問等による患者調査を実施しています。【表２２】 

 

【表２２】柔道整復施術療養費に係る患者調査実施状況（令和４年度） 

 

資料：岡山県「柔道整復施術療養費に係る患者調査の実施状況の調査」 

 

 

第２節 県による保険給付の点検及び事後調整 

レセプト点検は、一義的には保険給付の実施主体である市町村が行いますが、県では、広

域的又は専門的見地から、補完的な点検等を行うこととしており、実地指導等を通じた点検

に加え、市町村の保険給付に係る点検の効率化・適正化を図るため、次の取組を行います。 

 

１ 市町村が決定した保険給付の点検 

市町村による保険給付の適正な実施を確保し、保険給付費等交付金を適正に交付するた

め、市町村が決定した保険給付について、県に配置している医療給付専門指導員による実

令和元年度
実績

令和２年度
実績

令和３年度
実績

調定件数  (件) 520 428 446

調定額 （千円） 252,519 250,793 218,103

被保険者数 383,081 373,476 366,066

被保険者千人当たりの件数 （件） 1.36 1.15 1.22

被保険者千人当たりの金額 （万円） 65.9 67.2 59.6

被保険者千人当たりの件数 （件） 0.99 0.93 0.92
被保険者千人当たりの金額 （万円） 49.0 46.9 42.7

区  分

岡
山
県

全
国
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地指導において、市町村から保険給付に関する情報の提供を求めて、内容の確認を行いま

す。 

また、広域的又は医療に関する専門的な見地から、県が持つ情報を活用した点検や、県

内市町村への転居後の請求情報の把握による点検など市町村を跨いだ視点での点検を行い

ます。併せて、市町村の保険給付が国民健康保険法その他関係法令の規定に違反し、又は

不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付して当該市町村又は国保連に対し、

保険給付について再度の審査を求めます。 

 

２ 広域対応が必要な不正利得返還事務 

国民健康保険法第４５条の２に基づく監査結果における同一の保険医療機関等による不

正利得返還事務のうち、市町村を跨いだ広域的な事案や法的な手続が必要とされる専門性

が高い事案については、効果的・効率的な徴収と市町村の事務処理の負担軽減の観点から、

市町村は県に事務を委託することが可能となっています。 

 

 

第３節 療養費の支給の適正化 

県は、市町村が適正に療養費（はり・きゅう、あん摩、マッサージ、柔道整復等）を支給

できるよう、国保連と連携した取組を次のとおり行います。 

 

１ 点検データによる効率的な点検の促進 

市町村が効率的な点検を実施できるよう、国保連が診療報酬と療養費支給の突合情報等 

の点検データを提供するとともに、必要に応じて、県に配置している医療給付専門指導員 

が助言等を行います。 

 

２ 療養費支給点検研修事業の実施 

療養費支給点検水準の一層の向上に向けて、療養費支給に関するマニュアルを活用し、 

市町村等の担当者を対象とした研修会を開催します。 

 

３ 定期的指導や助言の実施 

県に配置している医療給付専門指導員が、市町村ごとに実地指導や助言を定期的に行 

います。 

 

 

第４節 レセプト点検の充実強化 

県は、市町村が行うレセプト点検について、点検水準の向上に資するよう、岡山県給付点

検調査事務処理方針に基づき、国保連と連携した取組を次のとおり行います。 

 

１ 点検データによる効率的な点検の促進 

市町村において効率的な点検を実施できるよう、国保連が医療保険と介護保険の突合情 

報等の点検データを提供するとともに、必要に応じて県に配置している医療給付専門指導 

員による助言等を行います。 
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２ レセプト点検研修の実施 

レセプト点検水準の一層の向上に向けて、市町村等のレセプト点検専門員を対象とした 

研修会を開催します。 

 

３ 定期的・計画的な指導や助言の実施 

県に配置している医療給付専門指導員による実地指導や助言を行います。 

 

４ レセプト点検業務推進会議の実施 

県と国保連で構成するレセプト点検業務推進会議において、レセプト点検の効率化に向 

けたシステム改修や効果的な点検方法についての検討を行います。 

 

 

第５節 第三者行為求償事務、過誤調整等の取組強化 

１ 第三者行為求償事務の取組強化 

第三者行為に係る保険給付は、本来、保険者として負担する必要がないものであり、負

担すべき者に対する求償事務を適正に行うことは、国保財政の公平・公正な負担と財政健

全化・安定化に資するものです。 

このため、第三者行為求償事務の取組強化を図るため、市町村や国保連と連携した取組

を次のとおり行います。 

 

（１）担当者研修会等の開催 

県は、国保連と連携し、市町村が第三者行為求償事務を円滑かつ効果的に実施できる

よう、国の第三者行為求償事務アドバイザーを招いた知識の習得及び実務を中心とした

研修会や、弁護士による講演会等を開催します。 

 

（２）研究会の設置 

第三者行為求償事務の合理化・効率化を図ることを目的に、第三者行為求償事務研究

会を県・市町村・国保連・広域連合で設置し、具体的な実務や周知広報の強化等につい

て協議します。 

また、国保連は、市町村からの委託を受けて、平成３０年度から交通事故に係る第三

者直接求償事務を行っていますが、令和３年度からは食中毒事故、令和４年度からはペ

ット咬傷事故についても、事務を受託しています。今後も、当研究会において、受託事

務の追加について検討を行います。 

 

（３）周知広報の強化 

第三者行為求償事務においては、被保険者及び損害保険会社等からの傷病届の早期提

出が重要であることから、市町村は、ホームページや広報紙等を活用した周知や覚書を

遵守した報告制度の活用を図るとともに、県は、損害保険会社等に対して傷病届の作成・

提出代行について働きかけを行います。 
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なお、市町村は、ホームページに第三者行為求償のページを設けて傷病届の提出義務

について記載し、傷病届様式（令和２年度から全市町村で様式を統一）をダウンロード

できるようにするとともに、被保険者証交付時等に提出義務の周知を行います。 

 

（４）関係機関からの情報提供体制の構築 

第三者行為の把握の観点から、レセプトが市町村に届く前に被害者及び加害者を特定

することができれば、迅速・確実な第三者行為求償が可能となるため、消防や保健所等

の関係機関から、救急搬送記録や食中毒等の第三者行為による傷病に係る情報提供を受

ける体制の構築が重要となります。 

このため、県及び市町村は、国民健康保険法第１１３条の２第１項に基づき、関係機

関からの情報提供体制の構築に取り組みます。 

 

２ 保険者間調整の促進 

国保被保険者資格喪失後の保険医療機関の受診により発生する返還金は、被保険者が旧

保険者に対して、保険給付分にあたる返還金を支払い、併せて、現保険者等に対して療養

費を請求することが原則ですが、被保険者の負担の軽減及び旧保険者における速やかな債

権回収の観点から、国通知に基づき、被保険者の同意を前提に保険者間で直接調整する保

険者間調整の取組を促進することとします。 

また、こうした過誤調整の発生を少なくするため、マイナンバーカードの被保険者証利

用のメリット等の周知を図るとともに、紙媒体の被保険者証を使用する者に対する国保の

資格喪失後の保険医療機関等の適正な受診や、他の医療保険に加入後、国保の資格喪失の

届出を行っていない者に対する早期の届出について、広報を行います。  

 

 

第６節 高額療養費の多数回該当の取扱い 

制度改革により県単位での資格管理となったことに伴い、被保険者が県内の他市町村に住

所異動しても資格の取得や喪失が生じない仕組みに変わったことから、世帯の継続性が保た

れている場合には、国保情報集約システムにおいて処理を行うことで、高額療養費の多数回

該当の実績を引き継ぐこととし、被保険者の負担軽減を図ります。 

 

１ 世帯の継続性の判定 

高額療養費制度は、家計の負担軽減を図ることを目的として、世帯員の療養に要した費

用は世帯主が負担したものとして取り扱い、世帯主が替わった時点で新しい世帯と考えて、

世帯の継続性を判定することを原則とします。 

 

２ 判定基準 

転入地市町村が行う判定基準は、国が示す参酌基準のとおりとし、判定が困難な事案が

生じた場合には、県が関係市町村と協議の上で決定します。なお、この判定基準は、同一

市町村内における転居の場合にも適用するものとします。 
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（１）一の世帯で完結する住所異動（参酌基準①） 

単なる住所異動など一の世帯のみで完結する住所異動の場合には、世帯の分離や合併

を伴わないため、家計の同一性や世帯の連続性があるものとして、世帯の継続性を認め

る。 

なお、「一つの世帯で完結する住所異動」とは、次のいずれかに該当するものとする。 

ア 他の国保加入者を含む世帯と関わらず、当該世帯内の世帯主及び国保被保険者の数

が変わらない場合の住所異動 

イ 他の国保加入者を含む世帯と関わらず、資格取得又は喪失による当該世帯内の国保

被保険者の数の増加又は減少を伴う場合の住所異動 

 

（２）一の世帯で完結しない住所異動（参酌基準②） 

世帯分離や世帯合併により、一の世帯で完結しない住所異動（他の世帯からの異動に

よる国保被保険者の数の増加及び他の世帯への異動による国保被保険者の減少をいう。）

の場合には、次のいずれかに該当するものに世帯の継続性を認める。 

ア 世帯主と住所の両方に変更がない世帯 

イ 転入する世帯（世帯異動前）の世帯主が主宰する世帯 
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第６章 医療費適正化の取組 

人生１００年時代を見据えた健康寿命の延伸による健康長寿社会の実現は、社会の活力の

維持・向上だけでなく、国民健康保険制度における、医療費の適正化や被保険者が負担する

保険料（税）の抑制にもつながります。また、令和２年度に保険者努力支援制度の抜本的な

強化が図られるなど、保険者による予防・健康づくりの取組が今後ますます重要となってい

るため、医療費適正化計画との整合性を踏まえ、県と市町村が一体となって、医療費適正化

を積極的に推進していくこととします。 

 

第１節 現状 

１ 特定健康診査の受診状況 

本県の特定健康診査（以下「特定健診」という。）の受診率は、毎年度少しずつ上昇し

ていますが、令和３年度は３１．５％と全国平均の３６．４％を下回っており、順位は第

４１位となっています。【表２５】【図２１】 

また、市町村別の受診率は、国が第３期特定健診等実施計画で、令和５年度の目標とし

ている６０％を超えているところはありません。【図２２】 

特定健診の受診率が低い要因としては、医療機関に通院中であることや、健診の意義や

必要性が正しく理解されていないことなどが考えられます。 

 

【表２５】特定健康診査受診率の推移 

 
資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 

 

【図２１】特定健康診査受診率の全国比較（令和３年度） 

 

資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 
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【図２２】市町村別の特定健康診査受診率の状況（令和３年度） 

 
資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」に係る岡山県調査 

 

【図２３】市町村別の特定健康診査受診率の状況（令和３年度）〔参考〕 

 

資料：国民健康保険中央会「特定健康診査等実施状況データ」 
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２ 特定保健指導の実施状況 

本県の特定保健指導の実施率は、毎年度少しずつ上昇していますが、令和３年度は１８．

８％と特定健診受診率と同様に全国平均の２７．９％を下回っており、順位は第４０位と

なっています。【表２６】【図２４】 

また、県内市町村の実施率は、国が第３期特定健診等実施計画で令和５年度目標として

いる６０％を超えているのは３市町村のみとなっています。【図２５】 

特定保健指導の実施率が低い要因としては、特定健診と同様に、特定保健指導の意義や

必要性が十分に理解されていないことなどが考えられます。 

 

【表２６】特定保健指導実施率の推移 

 

資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 

 

【図２４】特定保健指導実施率の全国比較（令和３年度） 

 

  資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 
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 【図２５】市町村別の特定保健指導実施率の状況（令和３年度） 

 

資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」に係る岡山県調査 

 

【図２６】市町村別の特定保健指導実施率の状況（令和３年度）〔参考〕 

 

資料：国民健康保険中央会「特定健康診査等実施状況データ」 
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３ 重症化予防（二次予防）の実施状況 

本県の糖尿病性腎症重症化予防に取り組んでいる市町村は、平成３０年度では１７市

町村でしたが、令和３年度では全ての市町村となっています。新規透析導入患者のうち

原疾患が糖尿病性腎症の患者割合については、全国平均より低い値で推移していました

が、令和３年度は増加し、全国平均より高値となっているため、取組の推進が必要で

す。県が定めた「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を適切に実施できるよう、市町

村関係者の人材育成を行うなど、保健事業の基盤整備の支援を行います。【図２７】

【表２７】 

 

【図２７】岡山県の新規透析患者導入患者数（令和３年度） 

 

資料：一般社団法人日本透析医学会統計調査委員会「図説わが国の慢性透析療法の現況」 

 

【表２７】岡山県の新規透析患者導入患者数 

 

資料：一般社団法人日本透析医学会統計調査委員会「図説わが国の慢性透析療法の現況」 

 

※上記、糖尿病性腎症重症化予防に取り組む市町村とは、日本健康会議における「宣言２」

を達成している市町村 
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【日本健康会議「宣言２」】 

①対象者の抽出基準が明確であること 

②かかりつけ医と連携した取組であること 

③保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 

④事業の評価を実施すること 

⑤取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等との連

携（各都道府県による対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること 

 

４ がん検診の受診状況 

本県のがん検診受診率は、令和３年度は肺がん、子宮頸がん、乳がんは全国平均よりや

や高いものの、胃がん、大腸がんはやや低い状況となっています。 

各検診の受診率と全国順位は、胃がん９．９％（第３３位）、肺がん１７．０％（第２

１位）、大腸がん１４．９％（第２９位）、子宮頸がん１６．７％（第２０位）、乳がん

２０．１％（第１８位）となっています。【図２８】【図２９】 

 

 【図２８】市町村が実施するがん検診における国保被保険者受診率の全国比較（令和３年度） 

 
資料：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」 
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 【図２９】市町村が実施するがん検診（全対象者）の県内の受診率（年次推移）  

 

資料：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」 

 

５ 歯科検診の受診状況 

本県の成人歯周疾患検診を実施する市町村は毎年増加しており、令和３年度は２０市町

村が実施し、その受診率は０．８４％となっています。【表２８】 

 

 【表２８】市町村が実施する成人歯周疾患検診の県内の実施状況 

 

資料：岡山県「市町村歯科保健対策事業実施状況調査」 

※国保加入者以外を含む全対象者に係る受診率 

 

６ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当者及び予備群の状況 

令和３年度の特定健診におけるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当者及 

び予備群は、受診者全体の３２．４％を占めています。【図３０】 

   また、平成２８年度から令和３年度にかけては、全国平均並で推移し、わずかに増加傾 

向となっています。【図３１】 

  

区　　分 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

取組市町村数 17 19 19 18 20

取組市町村における受診率 1.15% 1.25% 1.12% 0.88% 0.84%
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 【図３０】市町村別メタボリックシンドローム該当者・予備群者の割合（令和３年度） 

 

 資料：岡山県国民健康保険団体連合会・岡山県健康推進課「特定健康診査等実施状況報告」 

 

 

【図３１】全国と岡山県（市町村別）のメタボリックシンドローム該当者・予備群者の推移 

 

  資料：国民健康保険中央会「市町村国保特定健診・保健指導実施状況」 
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７ 後発医薬品の使用状況 

国は、後発医薬品の使用割合（数量シェア）を令和２年９月までに８０％以上とする目

標を掲げて取組を進めてきましたが、本県の国保保険者における後発医薬品の使用割合は、

全国平均を下回っています。【表２９】 

なお、後発医薬品を使用した場合の自己負担額の差額通知は、全ての市町村が実施して

います。【表３０】 

 

【表２９】後発医薬品（ジェネリック）使用割合の状況（数量ベース） 

  

資料：厚生労働省調査 
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【表３０】後発医薬品（ジェネリック）差額通知実施状況 

 
  資料：厚生労働省「国民健康保険事業の実施状況」作成に係る岡山県調査 

 

８ 重複・頻回受診及び重複投薬・多剤投与者への訪問指導等の実施状況 

被保険者のうち、一定期間連続して、同一月に同一傷病で複数の医療機関を重複して受

診している重複受診者や、同一診療科目を頻繁に受診している頻回受診者、同一月に複数

の医療機関から同一薬剤等を処方されている重複投薬者を把握し、その是正を図るため、

該当する被保険者に対する訪問指導など受診の適正化に向けた取組を促進する必要があ

ります。 

本県では、令和４年度に、国保データベース（ＫＤＢ）システム等レセプトデータの活

用等により対象者を抽出している２６市町村のうち、２４市町村で保健師等による訪問指

導体制が整備されており、重複受診者に対して７市町村、頻回受診者に対して２市町村、

重複投薬者に対して１２市町村がそれぞれ訪問指導を行っています。【表３１】 

 

【表３１】重複・頻回受診者、重複投薬者への訪問指導等の実施状況（令和元年度） 

 
  資料：岡山県健康推進課・長寿社会課調査 

  ※対象者を抽出しても該当者がいない場合は、指導実施に計上していない。 

 

９ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定状況 

平成２０年度からスタートした特定健診制度やレセプト電子化の進展等により、医療保

険者が被保険者のレセプト情報や特定健診結果を電子的に保有することが可能となったた

め、日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）において、全ての健康保険組合等に

対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく被保険者の健康維持増進のための事業計画

である「データヘルス計画」の作成、公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、

市町村国保が同様の取組を行うことを推進することとされました。 

本県では、平成３１年３月末までに全２７市町村で策定しています。 

Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３

実施市町村数 27 27 27 27 27

年１回～３回 5 23 27 27 27

年４回～６回 4 4 0 0 0

年７回～９回 0 0 0 0 0

年１０回～１２回 18 0 0 0 0

0 0 0 0 0

区　　分

内
訳

未実施市町村数
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第２節 医療費適正化に向けた取組 

１ 特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上に向けた取組 

生活習慣病は自覚症状がないため、まず特定健診を受け、必要な生活習慣の改善や医療

機関の受診等を適切に行うことが大切です。 

また、健康状態に応じて特定保健指導を実施することにより、生活習慣病の発症予防・

重症化予防につなげることが重要であることから、市町村においては、特定健診受診率、

特定保健指導実施率の向上に努める必要があります。 

このため、県及び国保連では、医療費適正化計画との整合性を踏まえ、次のとおり支援

等を行います。 

 

（１）被保険者への普及啓発 

生活習慣病の発症予防・重症化予防につなげていくために、県でも、県広報紙などの 

媒体を活用して特定健診と特定保健指導の必要性やその効果等を伝えるとともに、医師 

会、国保連と連携した普及啓発や受診勧奨を行います。また、健康づくりボランティア 

として全県に組織されている岡山県愛育委員連合会や岡山県栄養改善協議会の協力を得 

ながら、特定健診受診の普及啓発に取り組みます。 

医師会と連携し、県内の医療機関に対して特定健診の重要性を啓発し、医療機関が治 

療中の患者に対して特定健診の受診勧奨を行うことで、県内市町村の特定健診受診率の 

向上を目指します。また、かかりつけ医から特定健診の受診を勧めてもなお未受診の患 

者については、医療機関が保有する検査データを市町村に提供し特定健診の受診者とみ 

なすことで、受診率の向上を図ります。 

国保連においては、地域の健康づくり支援を主軸に活動している「おかやま在宅保健 

師等の会「ももの会」」に協力いただき、電話勧奨等の未受診者対策事業を行います。 

 

（２）市町村への助言 

県では、市町村の特定健診及び特定保健指導の実施率の向上に向けた取組を支援する

ため、国保連と連携し、地域の疾病状況や先進的な取組事例等について、各保健所を通

じて情報提供を行うとともに、研修を実施します。特に、特定健診受診率の低い市町村

と連携し、ナッジ理論を活用した受診勧奨の実施による支援等を通じた受診率の向上を

図るとともに、実施内容について研修会を行い、好事例の横展開を図ります。 
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２ 生活習慣病対策に向けた取組 

本県の傷病分類別の多発疾病件数、入院及び外来受療率をみると、循環器系の疾患が高

くなっています。県及び市町村においては、入院や治療期間が長期にわたることで、保険

医療財政への影響が大きい虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症等の共通のリスクで

ある高血圧症、脂質異常症、糖尿病、メタボリックシンドローム等を減らしていく生活習

慣病対策に向けた取組を行う必要があります。 

  

（１）発症予防（一次予防）の推進 

生活習慣病予防のため、栄養バランスの良い適量の食事を規則正しく摂り、適度な運

動と休養を確保し、適正体重を維持することが必要です。また、日常生活における歩数

の増加など、ライフスタイルに応じた運動習慣の定着に努める必要があります。 

 

① 県及び市町村は、規則正しくバランスの取れた食事をとり、定期的な体重測定により

適正体重を維持するよう、普及啓発に努めます。また、食塩摂取量の減少や野菜の摂取

量の増加など食生活の改善に向け、栄養委員が行う地域での減塩活動や声かけ運動など

を支援します。 

 

② 県及び市町村は、身体活動・運動と生活習慣病との関係について、正しい知識の普及

啓発に努めるとともに、運動習慣の定着が図られるよう、健康づくりボランティアであ

る愛育委員などを通じて働きかけます。 

 

③ 県及び市町村は、生活習慣病予防啓発の一環として、歯周病と糖尿病の関係等セルフ

ケアの重要性などの普及啓発の取組を行います。また、県では、市町村による成人歯科

保健対策としての歯周疾患検診の取組を支援します。   

 

（２）重症化予防（二次予防）の推進 

市町村は、重症化予防対象者への取組として、レセプトデータ情報や特定健診結果等

から、各市町村の状況に応じて糖尿病と高血圧性疾患等の複数疾患を持つハイリスク者

を抽出し、医療受診が必要な者に適切な受診と、治療を継続するための働きかけを行う

ことが求められています。 

県は、市町村で糖尿病性腎症等に対する重症化予防事業が推進されるように糖尿病医 

療連携体制検討会議等を通じ、医師会等の関係団体と連携を図りながら、実施に向けた 

環境を整えるとともに、平成３０年３月に岡山県版の「糖尿病性腎症重症化予防プログ 

ラム」を策定し、市町村職員や保健指導実施者などに対する人材育成のための研修会の 

開催、糖尿病性腎症重症化予防を各市町村で効果的に行うための資材作成や助言・支援 

を行います。また、令和３年度より開始した、同プログラムのアウトカム評価事業にお 

いて市町村用に作成及び配布したプログラムマニュアルを元に、医療機関、国保連と連 

携し、市町村の取組を支援し、好事例が横展開されるように情報提供を行います。 

さらに、国保データベース（ＫＤＢ）システムデータにより、市町村の現状分析を実 

施し、情報提供することにより、取組の支援を行います。 
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（３）再発防止（三次予防）の推進 

再発防止については、適切な治療を受け、リハビリによる機能回復・機能維持を図る

ことが必要です。 

県は、二次保健医療圏ごとに地域の実情に応じた医療連携体制を構築するため、保健

所において、地域の医師会等関係者との連携のもと、医療機関の連携推進に向けた調整

を行います。 

 

３ 後発医薬品の使用促進に向けた取組 

市町村は、国保連と連携し、後発医薬品の使用促進に向けた取組として、後発医薬品の

調剤実績や削減効果実績を把握するとともに、引き続き、全ての市町村で後発医薬品の差

額通知を行います。 

県は、被保険者が後発医薬品を安心して使用できるよう、出前講座や講習会等による普

及啓発を行います。また、保険者協議会と連携し、医師会等に後発医薬品の使用促進に向

けた協力依頼を行います。 

 

４ 重複・頻回受診者及び重複投薬・多剤投与者に対する取組 

市町村は、保健師等がレセプトデータ等を活用し、一定期間連続して同一月に同一傷病

で複数の医療機関を重複して受診している被保険者や、同一診療科目を頻繁に受診する被

保険者に対して、適切な受診についての訪問指導等を行います。また、一定期間連続して

同一月に複数の医療機関から同一薬剤等を処方されている被保険者に対して、残薬管理を

含めた適切な服薬についての訪問指導等を行います。 

県は、国保連と連携し、国保データベース（ＫＤＢ）システム等による対象者の抽出や

訪問指導等の在り方について、市町村へ助言を行います。 

 

５ 医療費通知の実施 

市町村は、被保険者に健康管理を心掛けてもらうことや医療費の適正化を図ることを目

的に、受診に要した医療費の通知を行います。 

 

６ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の目標達成に向けた取組 

市町村が策定するデータヘルス計画に掲げた目標については、ＰＤＣＡサイクルに沿っ

て、達成状況の評価や見直しを行うこととされていますが、国保データベース（ＫＤＢ）

システム等を活用して、毎月の健診・医療・介護データから、受診率・受療率、医療の動

向等について、保健指導に携わる保健師・栄養士等が定期的に把握することが必要です。 

県は、分析を実施し、国保連と連携して、全ての市町村で目標達成状況の評価や次期計

画策定が行えるよう支援を行います。 

また、国保連においては、市町村が有識者から指導や助言を受けられるよう「保健事業

支援・評価委員会」を開催し、支援を行います。 
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７ 健康づくりに向けたインセンティブ事業の実施 

市町村は、健康寿命の延伸を目指して、独自のヘルスケアポイント制度の実施など、被

保険者の自主的な健康づくりを推進する必要があることから、県は、市町村の先進的な取

組が横展開されるように情報提供を行います。 

 

８ 被用者保険等との連携 

県は、全国健康保険協会岡山支部と締結している県民の健康づくりに取り組む協定に基

づき、健康的な生活の実現のため、特定健診・がん検診の受診促進や健康づくり対策事業、

分析等の調査研究等について、連携した取組を行います。 

また、医療保険者が地域・職域の枠を超えて連携・協力し、医療費分析などに基づく県

内の健康課題や地域特性に応じた生活習慣病予防のための健康教育・保健指導などの保健

事業を効果的に実施することを目的に設立された岡山県保険者協議会について、国保連と

県が共同事務局として役割を担い、一層連携した取組を行います。 

 

９ 県による財政支援の実施 

県は、市町村が行う特定健診や特定保健指導、医療費通知、インセンティブ事業等の実

施、重複・頻回受診・重複投薬・多剤投与の是正など医療費適正化に向けた取組を促進す

るため、交付金による財政支援を行います。 

 

第３節 岡山県医療費適正化計画（第４期）との関係等 

１ 岡山県医療費適正化計画との整合 

岡山県医療費適正化計画（第４期・令和６年度～令和１１年度）は、「県民の健康の保 

持の推進」と「医療の効率的な提供の推進」を達成すべき目標としており、この計画に定 

める取組との整合性を図りながら、医療費適正化を推進します。 

 

２ その他 

国民健康保険法第８２条の２第４項に基づき、高医療費市町村（医療に要する額が、災 

害その他特別な事情を考慮しても、なお著しく高水準である状態が継続する市町村）にあ 

っては、国保データベース（ＫＤＢ）システムを活用した重複・頻回受診者や重複投薬・ 

多剤投与者の把握、データヘルス計画の医療費分析結果等で、その要因を分析した上で、 

保健事業のさらなる充実等効果的な対策を検討し、計画的に実施するものとし、県は、指 

導監督等を通じてその実施状況を確認しながら、指導や助言を行います。 
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第７章 事務の広域的及び効率的な運営の推進 

 

第１節 広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組 

１ 事務の共同化 

市町村国保事務については、市町村ごとに運用が異なっていますが、住民サービス等に

大きな差が生じないよう、事務の広域化・標準化による、住民サービスの向上に努めなが

ら均てん化を図ることが重要です。また、単独で実施するよりも複数の市町村が共同で広

域的に実施する方が、効率化が図られ、住民サービスの向上に寄与すると考えられること

から、国保連が実施する共同事業に多くの市町村が参加しています。【表３３】  

 

【表３３】国民健康保険事務の共同実施状況（令和４年度） 
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今後も、共同事業への参加市町村を増やすとともに、事業内容の拡大・充実を図ること

により、さらなる効率化に努めることとします。 

なお、国保連は、引き続き、市町村の費用の削減や事務負担の軽減に資する取組を検討

するとともに、連携会議等の場で市町村の意見や要望を聴取し、共同事業の取組を進める

こととします。 

 

（１）高額療養費の申請勧奨通知の作成 

国保連は、高額療養費申請勧奨通知を作成するとともに、市町村の作成費用のさらな

る削減等を図るため、通知の時期や対象者、様式等の作成条件を統一するほか、通知書

の印刷から発送までを一体的に行う取組を進めます。 

 

（２）資格過誤による返戻 

資格過誤による保険医療機関等への返戻については、市町村の事務負担軽減を図るた

め、国保連が、国保総合システムを活用して資格確認を行い、保険医療機関等への処理

を行います。 

 

（３）医療費通知等の作成 

国保連は、医療費通知等を作成するとともに、市町村の作成費用のさらなる削減等を 

図るため、通知の回数や時期、通知対象医薬品、様式等の作成条件を統一するほか、通 

知書の印刷から発送を一体的に行う取組を進めます。 

 

２ 国民健康保険に係る業務支援システムの標準化 

厚生労働省は、市町村が行う資格管理、保険料（税）の賦課・徴収、給付など国保事務

の標準化等を図るため、市町村事務処理標準システム（以下「標準システム」という。）

を開発するとともに、市町村への財政支援を行い、導入を促進しています。 

この標準システムを導入することで、制度改正のたびに各市町村で対応していたシステ

ム改修が不要となるほか、国保事務の標準化や中長期的な費用の効率化を図ることができ

ると考えられます。なお、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年９

月１日施行）第５条第１項に基づき策定された地方公共団体情報システム標準化基本方針

により、地方公共団体の基幹業務システムについて、令和７年度までにガバメントクラウ

ドを活用した標準準拠システムに移行できる環境を整備することを目標とするとされてい

ることから、市町村は、今後、標準システムの導入か自庁システムの国が示す標準仕様へ

の準拠を行い、主要な業務パラメータの統一に努めることとします。 

また、県は国保連と協力して、サーバー等を共同利用する県クラウドの運営を進めてい

るところであり、市町村における標準システムの計画的な導入を支援します。なお、県ク

ラウド参加市町村におけるガバメントクラウドの利用については、県クラウドとの関係を

踏まえ、今後の在り方について検討を行っていくこととします。 
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３ 県による審査支払機関への診療報酬の直接支払 

県は、市町村の事務負担の軽減を図るため、保険給付費等交付金については、市町村を

経由することなく医療機関に診療報酬を支払う国保連に直接支払います。 

 

   
 

４ オンライン資格確認及びマイナンバーカードと被保険者証の一体化について 

 令和３年１０月からオンライン資格確認の本格運用が開始されたことにより、医療機関

において個人単位での資格管理が可能となったことから、失効被保険者証の利用による過

誤請求の減少やそれに伴う保険者の未収金の減少のほか、高額療養費の限度額適用認定証

の発行の削減といった市町村事務の効率化が図られています。 

また、令和６年１２月から実施されるマイナンバーカードと被保険者証の一体化により、

被保険者が特定健診情報や薬剤情報等を確認することが可能となり、医療ＤＸの基盤が確

立することとなります。 

なお、資格確認書の運用など一体化に伴う事務についても、事務の標準化・広域化の観

点から、必要なものは県内で共通の取扱いとすることを基本とします。 

 

５ 市町村が取り組むべき情報セキュリティ対策 

市町村は、国保事務を実施する上で、厚生労働省が示す「個人情報の適切な取扱いに係

る基幹系システムのセキュリティ対策の強化について（平成 27 年 6 月 17 日付通知）」を

踏まえ、引き続き、個人情報を含む重要情報の適正な管理に努めることとします。 
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第８章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 

 

第１節 保健医療サービス・福祉サービス等との連携 

本県では、６５歳から７４歳までの前期高齢者の被保険者の割合が、令和３年度は５０．

２％と全国平均を上回っており（第２章第１節１（２） 図２）、１人当たり医療費は他の年

齢層に比して高く（第２章第１節２（３） 図７）、医療費全体に占める前期高齢者に係る医

療費の割合も６４．８９％と高くなっています。【図３２】 

また、６５歳以上の高齢者人口比率は、今後も増加することが見込まれます。【図３３】 
 

【図３２】 市町村国保医療費の年齢階層別構成（令和３年度） 

 
資料：厚生労働省「医療給付実態調査」 

 

【図３３】本県人口の年齢構成の推移 

 

資料：総務省「国勢調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来人口推計（令和 5(2023)年推計）」  
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こうした状況において、国民健康保険も、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有

する能力に応じ、自立した日常生活を営むことを可能にしていくため、医療・介護、介護予

防、住まい及び自立した日常生活の支援（生活支援）が包括的に確保される「地域包括ケア

システム」の深化・推進に積極的に関わることが期待されています。 

さらに、人生１００年時代を見据え、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支

援を実施するため、後期高齢者医療制度の保健事業を国民健康保険の保健事業や介護保険の

地域支援事業と一体的に実施する「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」が推進さ

れており、令和６年度までに全ての市町村での実施を目指しています。 

県及び市町村は、保健医療・福祉等の各種サービスが相互に連携して高齢者を支えること

とともに、医療費の適正化を図るため、次のとおり取り組みます。 

 

（１）県の取組 

県は、市町村の保健事業や地域包括ケアシステムの深化・推進、高齢者の保健事業と

介護予防の一体的な実施を支援するため、次の取組を進めることとします。 

 

① 国保連と連携することで、健康・医療情報に係る情報基盤である国保データベース（Ｋ

ＤＢ）システムを活用して、市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握し、必

要な助言や支援を行います。 

② 市町村が、医療・介護等関係機関や関係団体との連携を図る上での支援を行います。 

③ 市町村において地域包括ケアシステムが深化・推進されるよう、介護予防・日常生活

支援総合事業の充実等について支援を行います。 

④ 全ての市町村において、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の取組が推進さ

れるよう、実施主体である広域連合等と連携し、好事例の横展開や医療関係団体との調

整等を行います。 

 

（２）市町村の取組 

市町村は、被保険者の健康づくりに取り組むとともに、住み慣れた地域で健康で暮ら

せる地域包括ケアシステムの深化・推進や、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実

施のため、次の取組を進めることとします。 

 

① 庁内連携に向けた体制の整備 

② 被保険者に対する保健活動・保健事業の実施状況に係る、地域の医療・介護・保健・

福祉サービス関係者との連携 

③ 国保データベース（ＫＤＢ）システムを活用した地域の健康課題の把握や保健事業・

介護予防・生活支援対象被保険者の抽出、保健師等の医療専門職によるアウトリーチ支

援等の実施や通いの場への積極的関与 

④ 被保険者を含む高齢者の自立、健康づくりに向けた住民主体の地域活動への支援の実

施（愛育委員・栄養委員による介護予防・疾病予防を目的とした地域活動への支援など） 

⑤ 地域医療の中核を担う国保直診施設の積極的活用（地域の医療・介護・保健・福祉の

連携窓口とするなど） 
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⑥ 後期高齢者医療制度と連携した保健事業の実施（健診データ等の提供や健診後におけ

る生活習慣病予防教室や健康教室の実施など） 

⑦ 地域包括ケアシステム深化・推進に向けた保険者及び医療関係者、介護事業関係者、

地域・生活支援関係者等で組織する地域のネットワーク会議への国保担当課の参画 

 

 

第２節 他計画との整合性 

県は、広域的な立場の保険者として、県が定める「健康おかやま２１」及び「岡山県保健

医療計画」、「岡山県医療費適正化計画」、「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支

援計画」、「岡山県地域福祉支援計画」、「岡山県障害福祉計画」等に基づく取組との整合

性を図りながら、この運営方針に基づく取組を進めます。 

 

 

第９章 国民健康保険運営における必要な措置 

 

第１節 岡山県国民健康保険運営方針等連携会議の設置 

本県における国民健康保険の安定的な財政運営並びに国民健康保険事業の広域的及び効率

的な運営の推進を図るため、県及び市町村間の調整を行うことを目的として「岡山県国民健

康保険運営方針等連携会議」を設置します。 

また、連携会議での協議を効率的に行うため、必要に応じて、下部組織として作業部会を

設置します。 

 

第２節 国保連との連携 

保健・医療・福祉を取り巻く環境が大きく変化する中、国保連は、保険者共同体として保

険者のニーズに迅速に対応するとともに、保険者の事務負担の軽減に繋がる取組や、被保険

者の健康増進を目的とする取組等を積極的に実施することが求められています。 

県では、保険者支援の一層の向上を目指す国保連と連携を図り、保険者機能が円滑に発揮

されるよう、国民健康保険事業に取り組みます。 

 


